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障害程度区分について 

【障害程度区分の構成】 

     非該当   

     区分１   

     区分２   

     区分３   

     区分４   

     区分５   

     区分６   

○障害程度区分認定のために、訪問調査を行います。調査は、区役所職員、市が委託した相談支援 

事所の調査員が訪問し実施します。 

○調査結果と医師の意見書などをもとに、各区に設置されている障害程度区分認定審査会において、

障害程度区分の判定等を行います。 

○区分の判定にあたり、障害の特性など個別に配慮すべきことについて、介護保険より多い１０６

の調査項目があるほか、障害程度区分認定審査会においても考慮されます。 

障害程度区分ごとの利用可能なサービス 

 障害福祉サービスを利用するにあたり、障害程度区分により、利用できるサービスが定められて

います。 

 また、利用できる支給決定量については、サービスごと、障害程度区分ごとに国の基準が設定さ

れています。基準を超えて支給する必要性のあるときは、各区または市の審査会にて必要性の検討

を行い、承認されれば支給をしています。 

 障害程度区分によって、各サービスの報酬単価についても決まりがあります。 

障害程度区分ごとに利用できる（○）サービス、利用できない（×）サービス 

サービス種類 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

介護給付 

居宅介護（通院介助を除く） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

通院介助（介護あり） × ○（但し、要件あり） 

通院介助（介護なし） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

行動援護 × × ○（但し、要件あり） 

同行援護 ○（但し、要件あり） 

短期入所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

重度訪問介護 × × × ○（但し、要件あり） 

療養介護 ○（但し、経過措置） ○（但し、要件あり）

生活介護 × ○（★） ○ ○ ○ ○ 

重度障害者等包括支援 × × × × × 
○ 

( 障 害 要 件 有 )

共同生活介護（ケアホーム） × ○ ○ ○ ○ ○ 

施設入所支援 ○（※） ○ (※)(★)  ○ ○ ○ 

訓練等 

給付 

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
共同生活援助（グループホーム） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（★）但し、５０歳以上の場合  （※）但し、自立訓練、就労移行支援併用の場合 

支
援
の
必
要
性 

大 

○区分によって、一部のサービスを利用する

ことができない場合があります。 

○区分にかかわりなく、利用できるサービス

もあります。（就労継続支援など） 
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グループホーム・ケアホーム及び入所施設に係る予算 

（１）グループホーム・ケアホーム事業に係る予算（平成２４年度） 

障害者グループホーム等事業費  

（国基準の報酬） 
１，５９０，９９７千円

障害者グループホーム等事業運営費 

（市単独加算） 
６２９，３７９千円

障害者グループホーム等事業運営費補助金 

（市単独補助金） 
１０５，０６６千円

＜市単独加算メニュー＞ 

・世話人体制確保加算 

・初期加算 

・入居委託費 

・夜間体制加算（平成２４年度新設） 

・土日等日中支援加算（平成２４年度新設） 

・住宅費加算（平成２４年度新設） 

・行動障害加算（平成２５年度実施予定） 

・重複障害加算（平成２５年度実施予定） 

・重度障害加算（平成２５年度実施予定） 

＜市単独補助金メニュー＞ 

・家賃等補助 

・賠償責任保険料補助 

・法人バックアップ事務費補助 

・ホーム増設についての補助金（平成２４年度新設） 

 

（２）入所施設に係る予算（平成２４年度） 

障害者施設入所支援事業費、生活介護事業費  

（国基準の報酬） 
１，１９３，００９千円

障害者支援施設等運営費 

（市単独加算） 
３６６，１３３千円

※市内施設に限る。また、市単独加算は公設公営施設のめいぼうを除く。 

＜市単独加算メニュー＞ 

・定率加算 

・実績加算 

   （行動障害加算、重複障害加算、医療支援加算、送迎加算） 

・支援体制加算 

   （健康管理加算、栄養管理加算、食事指導加算） 
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障害福祉サービスの利用の仕組み 

（１）サービス利用の仕組み              

 

                ③事業者を選択 

 
                ④契約による 
                 サービス提供 

        

⑤報酬支払          ①支給申請 

                            ②支給決定 

 

 

 ※利用者がサービスを受ける事業者を自ら選択し、契約によりサービスを利用します。 

 

 （２）成年後見制度について 

  認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分な方々は、財産や金銭の管

理、様々な法的手続きを行う必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。また、

よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判

断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度が成年後

見制度です。 

 

  成年後見制度では、成年後見人等が本人に代わって契約などの法律行為をできるようにしたり

（代理権の付与）、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った法律行為を取消ししたりするこ

とができます（同意権・取消権の付与）。 

  主に、次のような支援を行います。 

 ・預貯金通帳や有価証券などの財産保管 

 ・生活費の出勤や、医療・介護費用の支払いなどの金銭管理 

 ・介護保険や障害者制度のサービス契約、入院の契約 

 ・借家の契約や、自宅の保全などの住居の確保 

 ・相続や不動産の処分などの法的手続き 

 

※障害者自立支援法 抜粋 

（市町村等の責務）  
第２条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を
有する。 

（第１項第１号、第２号  略）  
第１項第３号  意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用す
ることができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発
見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助
を行うこと。  

 

障害者 事業者 

区保健福祉 

センター等 

資料４ 資料４



 
 

 

 
  
 

 
   
  
 

 
   
 

 
    
    

 

 

    
    
 

 
    
    
    
     

  

 

 

 
 

  

資料５


